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Q: 香港は今どのような状況ですか?



安全かつ安心

• 世界で最も安全な大都市の一つ
• 社会秩序と景況感は回復
• 低い犯罪率 －

10万人あたり842件 （2020年）

• 健全な法的基盤



新型コロナ感染症は収束

• 過去18カ月の累計感染者数は11,979人 （死亡者数 212人）
• 6月初旬以降、市中新規感染数はゼロ
• ワクチン接種率は着実に上昇 ―

• 過去7日間の移動平均は 1日当たり 63,000投与以上
• この流れを維持すれば 9月までに接種率70%を達成する見込み

1回接種
(接種対象人口に対する%)

2回接種
(接種対象人口に対する%)

2021年4月30日時点 916,333 (13.5%) 497,454 (7.3%)

2021年5月31日時点 1,379,541 (20.3%) 1,021,008 (15%)

2021年6月30日時点 2,249,248 (33.1%) 1,480,193 (21.8%)

2021年7月26日時点 3,065,154 (45.1%) 2,271,505 (33.4%)



渡航制限と隔離要件を段階的に緩和

• 香港とマカオ/中国本土の越境渡航再開については関係当局と協議中

• ワクチン接種を完了した非香港居民

の香港入境許可を計画

- ３つの条件を満たせば、隔離用

指定ホテルでの隔離期間を7日間に

短縮

(1) ワクチン接種完了を証明するワクチン
接種記録を所持

（2）核酸検査で陰性の結果を入手

（3）血清抗体検査による抗体保有証明を所持



独自の優位性は
変わらず

香港は中国で「一国二制度」の下にある唯一の国際都市

低率でシンプルな税制度

資本、モノ、情報の

自由な流れ

英語が公用語既存の規制・監督体制は
依然として堅固

法の支配、コモンロー、
司法権の独立



強靭で安全・確実な成長市場

• 連動為替相場制も引き続き順調に機能

• 世界最大のオフショア人民元ビジネスハブ

2021年Q1
実質GDP成長率

7.9%

2021年
実質GDP成長率予測

3.5% ～ 5.5%



香港の銀行預金残高

2020年7月～2021年6月

(過去12ヶ月間で

50%以上増加）

2020年7月～2021年6月

(国家安全維持法施行前
よりも70%近く高い)

2020年7月～2020年10月

2020年末時点

(2019年末比約20%増加）

660億

米ドル以上

IPO資金調達額

香港株の
１日当たりの
平均売買高

200億米ドル
資金流入額

↑20%

香港で管理される
ファンドの
純資産総額

380億

米ドル以上

2兆米ドル

2021年5月末時点

(前年比5%以上増加 )



Q: 香港は日本企業にどのような商機を提供
できるでしょうか？
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第14次5カ年計画 – 香港の位置づけ

• 2021～2025年の中国における社会的および経済的発展を方向づける国家の青写真

• 第61章：香港・マカオの長期的な安定と発展を維持

• 全面的かつ忠実に「一国二制度」、「高度な自治」、「港人治港」を実施する

• 香港の競争優位性を固めさらに強化する

• 香港の国家発展計画への関与を一層深める



第14次5カ年計画 – 香港の位置づけ

• 香港の明確な位置づけ –

伝統産業

1. 国際金融、運輸、貿易の拠点

2. アジア太平洋地域の国際的な司法ならびに紛争解決サービス拠点

3. 国際オフショア人民元ビジネスハブ、国際的な資産運用およびリスク管理センター

新興産業

1. 国際的なイノベーション＆テクノロジー拠点

2. 国際航空ハブ

3. 知的財産取引センター

4. 東洋と西洋が融合する芸術と文化交流の国際拠点



第14次5カ年計画 –広東・香港・澳門大湾区(GBA)

第31章(第三節)：「積極的かつ着実にGBAの発展を推進」

香港は重要な役割を果たす立場 –

世界各地への

好アクセス

独自の強みを持つ

GBAで唯一の

国際都市

越境金融サービスを

可能にする

世界有数の

金融サービス産業

高い研究能力と

強固なIP保護 –

深圳のテクノロジーハブ

との理想的な組合わせ



Q: 日本企業はこれらの商機をどう活用できる
でしょうか？



香港に拠点を設立して
経済貿易緊密化協定 (CEPA) 
の利点を活用–「国籍中立」

香港企業との
連携・提携

香港で暮らし働く駐在員が
GBAの各都市へスムーズに
行き来できる入境スキーム

を計画中



本土経済との融合
「一国二制度」の
もとでの独自性

香港の未来

安定かつ
ダイナミックな
ビジネス環境

本土市場へ
ダイレクトに
アクセス

国際都市
ならではの

エキサイティングな
ライフスタイル



ご清聴ありがとうございました

• お問い合わせは下記までご連絡下さい

• Eメール: tokyo_enquiry@hketotyo.gov.hk

• 電話: (03) 3556-8980 （香港経済貿易代表部）もしくは

(03) 3556-8961 （インベスト香港）

mailto:tokyo_enquiry@hketotyo.gov.hk
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